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「自動車リサイクル部品活用促進調査」の結果概要

１．調査目的と調査体制

自動車リサイクルの有効な手段の１つとして、自動車リサイクル部品の活用が期待され

ている。しかしながら、業界推計によれば我が国補修部品市場に占めるリサイクル部品の

シェアは約４％と低水準であり、その活用をさらに促進するためには、自動車リサイクル

部品がかかえる諸課題を明らかにするとともに、これを解決するために必要な取り組みを

関係業界に示すことが求められている。

このような背景を受けて、リユース部品（中古部品）とリビルト部品（再生部品）それ

ぞれについて、補修部品市場における現状把握を行うとともに、その結果をもとに課題の

整理を行い、自動車リサイクル部品の活用を促進するために必要な取り組みについて提言

することを目的に調査を行った。

　本調査は、株式会社富士総合研究所及び自動車部品流通戦略研究所を事務局として実施

した。また、調査にあたっては、学識経験者、自動車ユーザー、リサイクル部品事業者、

整備事業者、自動車メーカー、自動車部品メーカーによって構成される「自動車リサイク

ル部品活用促進調査委員会（委員長：早稲田大学理工学部　永田勝也教授）」を組織し、検

討を行った。また、当該委員会には、経済産業省のみならず国土交通省からも関係者が出

席し、産学官の有識者による議論を行った。

２． 自動車リサイクル部品の現状

リサイクル部品（リユース部品、リビルト部品）の実態について以下の観点から調査を

実施し、現状分析と課題抽出を行った。

（１）リユース部品における品質表示と保証内容に関する現状調査

現在、リユース部品（中古部品）については、業者間取引のための品質基準がグループ

ごとに策定され、運用されている。さらに、そのような基準にもとづく品質検査の結果が、

一部の部品について「検査証」という形でリサイクル部品事業者から整備事業者に対して

提供されている。しかし、自動車ユーザーに対しては、このようなリユース部品の品質に

関する情報が十分に提供されていない。また、整備事業者に対する情報提供についても、

検査証が付与されずに販売されるケースもあり、検査証における品質表示の方法について

も統一されていない。

一方、納品後の不具合等に対応するための「保証」の付与については、機能部品におい

て広まりつつあり、クレーム対応も行われているが、必ずしも保証書が添付されているわ

けではない。

今後、リユース部品を販売する際に当該部品の品質情報を提供するとともに、これにも
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とづく保証を付与することによって、整備事業者や自動車ユーザーがリユース部品を購

入・利用しやすい環境を整備することが望まれる。

（２） リビルト部品の実態調査

　既往の調査事例が少ないリビルト部品について、国内のリビルド事業者、流通事業者、

整備事業者に対するヒアリングを実施し、詳細な実態調査を行った。その結果、市場全体

の傾向として、リビルト部品市場では品目ごとに業態が細分化されているが、事業の多角

化や自動車メーカー、自動車部品メーカーの参入等も進み、市場は拡大傾向にあることが

わかった。

今後、リビルト部品をさらに普及させるためには、リビルト部品の原材料となるコアの

円滑な返却や取り付けミスの防止などについて、整備事業者に周知徹底することにより、

リビルト部品の安定的な供給・利用のための環境を整備する必要がある。また、リビルト

部品は出荷時の品質検査や保証の付与により、整備事業者から高い信用を得ている一方で、

自動車ユーザーによる認知度は極めて低いことから、一般消費者の認知度向上についても

今後の改善が望まれる。

（３）自動車リサイクル部品に対する自動車ユーザーの意識調査

リサイクル部品がどのような条件やアプローチなら自動車ユーザーに受け入れられるの

かを探るため、インタビュー形式のユーザー意識調査を実施した。その結果、リサイクル

部品の認知度は、まだまだ低いレベルにとどまっている一方で、商品説明を聞くと価格メ

リット等を理由にリサイクル部品の利用に対して興味を示すユーザーが多く見られた。こ

のことから、リサイクル部品に対する潜在的な利用ニーズは少なくないと考えられる。た

だし、実際にリサイクル部品を利用するにあたっては、車齢や交換する部品の種類などの

条件に依存する面が大きく、ニーズの偏在性があることも確認された。

３．自動車リサイクル部品の普及促進に向けた今後の取り組み

　上述の調査結果を踏まえて、リサイクル部品の普及促進に向けた今後の取り組み策につ

いて、委員会による議論・検討を行った。特に、リサイクル部品事業者が品質に関する情

報提供や保証の付与を行うことによって、整備事業者や自動車ユーザーが安心してリサイ

クル部品を利用できるような環境を作り、その利用促進につなげていくために、品質表示

および保証内容のあり方について、詳細な検討を行った。

（１）自動車リサイクル部品における品質表示と保証内容の考え方

業界が主体となって品質表示および保証内容に関するガイドラインを策定し、リサイク

ル部品事業者がこれに従って商品供給を行うようになることが望ましい。こうした共通の

品質表示基準を導入することによって、商品の比較検討が容易になる結果、リサイクル部
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品市場のさらなる活性化がはかられるなどの効果が期待される。

品質表示に関しては、検査項目を統一した上で品質検査証を付与することを推奨する。

その際、外装部品についてはキズの状態を正確に伝えること、機能部品については、動作

確認や目視による状態確認の結果を客観的に明示することが重要である。

保証内容については、納品時トラブルの対応を示すことが必要である。外装部品につい

ては、代替部品との交換程度で十分と思われるが、機能部品では、数ヶ月間の保証期間を

定めることが望ましいと考えられる。その際、再組み替え工賃なども保証の対象に含めれ

ば、整備事業者の利用意欲を高めることができる。

また、必要に応じてガイドラインを改訂するための手続きをあらかじめ定めておくなど、

ガイドラインの策定と合わせて、その運用に係る仕組みづくりも行うことが重要である。

（２）取り組みの進め方

今後、品質表示ならびに保証内容に関するガイドラインの策定・運用などを具体化して

いくためには、本業界の関係者がリサイクル部品の普及促進に向けて自主的に取り組んで

いくことが重要である。そのためには、リサイクル部品事業者をはじめとする多くの関係

者が、業界団体等を活用して十分な連携をはかることが必要と思われる。さらに、そうし

た取り組み状況や得られた成果を広く公表することによって、リサイクル部品に対する自

動車ユーザーの認知度ならびに信用度が向上し、ひいてはリサイクル部品の利用促進につ

ながっていくことを期待する。

以　上
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